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Abstract

We  undertook  a questionnaire-based survey in Hyogo  prefecture Residents were  asked about their knowledge  and

opinion of the management  of sika deer and  Japanese  black bear. We  classified the respondents  into three groups

according  to their personal feelings toward  to these animals : 'be around  habitats these animals (Group  1)' 'not be

around  their habitats but  know  they  inhabit Hyogo  prefecture (Group  2)', and  'not know  they  inhabit Hyogo

prefecture (Group  3)'. The  three groups showed  differences in opinions ; respondents  in Group  1 tended  to demand

control, but the other two groups tended  to demand  preservation. However,  most respondents  did not recognize the

issue of  preservation and  control as an  antinomy.  Most  respondents  recognized  tax  as the  main  source  of

preservation and control of the animals, but opinions on  the share of expenses  by those adversely affected and  by

preservationists differed among  the groups. Many  respondents  did not fully recognize the governmental  programs

for management,  but considered that decisions should be taken by governments.  Based  on these results, we  discuss

the challenges faced in regard to wildlife management.
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は じ め に

野生動物の絶滅危惧や生息環境の攪乱, また, 農山

村における野生動物による農林作物被害の拡大など,

野生動物と人間の様々な軋轢が深刻化し社会問題と

なっている( 三浦, 1999a ; 羽山, 2001). このような

問題の解決には, 人間活動を含めた生態系の法則を踏

まえ, 利害関係者の合意を形成しながら, 自治体や地

域住民が主体となって, 人間と野生動物の具体的な共

存策を模索していかなければならない. 本稿では, 野

生動物との「距離感」の違いによる意識の違いをアン

ケート調査から明らかにし, 合意形成を図っていく上

での課題を考察する.

農林業被害の深刻化や地方分権の流れを背景とし

て,「鳥獣保護及狩猟二関スル法律」が1999年および

2000年に改正され「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関

する法律」となった. この法律は, 鳥獣保護事業を実

施するとともに, 鳥獣による生活環境, 農林水産業ま

たは生態系への被害を防止し, 狩猟を適正化すること

により, 生物多楡匪の確保, 生活環境, 農林水産業の

健全な発展に寄与することを目的としている( 第一

条). さらに改正にともなって, 著しく増加または減
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少した鳥獣を科学的・計画的に保護管理するための

「特定鳥獣保護管理計画」制度が設けられることに

なった( 第七条). この制度では, 野生動物と人間の

適正な関偸匪を維持するための活動を, 地方自治体が

住民の合意を得ながら責任を持って行うことを目指す

一面がある. 兵庫県においても, 特定鳥獣の保護管理

計画がニホンジカ(兵庫県,2000) とツキノワグマ(兵

庫県, 2003) に対して策定されている.

この改正をめぐる評価は様々で, 捕獲許可の規制緩

和につながるといった自然保護NGO などの批判的意

見( 羽山・坂本,2000) がある一方で, 従来の単なる

「駆除」だけではなく, 個体数調整を含め個体群をよ

り包括的に管理する( ワイルドライフ・マネージメン

冂 が導入される契機となったという評価もある 匸モ

浦, 1999b). いずれにせよ, 改正されてから間もな

いため様々な課題が残されていることは否定できな

し尨

今後の地域の保護と管理において重要となるのが,

住民の合意形成である. 地方分権の推進により, 国か

ら地方自治体に権限や責任が委譲され, 住民の意思決

定が政策に反映されやすくなった. 住民が自ら適切な

意思決定をしていくことが期待されているが, 課題の

共有や現状の正確な理解, それを基にした合意形成に

は多くの困難が伴う. 農林業の害獣や保護の対象, 狩

猟の対象, 自然観察や学術的興味, 信仰の対象として

など, 多くの人々が, 様々なかたちで野生動物と接し

ている. これらの異なる関わりを通して, 人々は野生

動物に対して, それぞれ固有の価値観を形成してい

る. 問題解決のためには, これらの異なる意識を持っ

た人々が相互の価値観を理解し, 互いに歩み寄ること

も必要である. 場合によっては, それぞれの日常的営

みや自然観を根本的に見直す必要もあるだろう.

方     法

アンケートの内容について

本稿の結果は, 2002 年4 月から12月までに実施しか

アンケート斜査の結果を分析しまとめたものである.

この調査は, 野生動物と人間との調和のとれた共存を

考える上で, 兵庫県内の住民が, 特に軋轢の大きい二

ホンジカ( 以下シカ) やツキノワグマ( 以下クマ) な

どの野生動物に関して, どのような意識を持ってお

り, どう対応すべきだと考えているかを質問したもの

である. 全体のアンケートは33の質問項目のあるアン

ケートであったが, 本稿では野生動物の「保護」や「駆

除」の是非, また政策に対しての興味や理解度, 政策

決定や費用負担の主体には誰がなるべきか等を問う5

項目を選び, 分析を試みた. 実際の質問項目について

表1 質問項目

は表1 に示す.

調査対象について

この調査では, 多くの課題を抱えているであろうシ

力やクマなどの生息地の住民と, 居住地に関わらず野

生動物の問題に何らかの関心のある層を主な対象とし

た. これらの対象は, 今後の政策決定や合意形成の場

に参画する可能性のある, あるいは参加が期待される

層である.生息地の住民としてクマやシカの生息地(大

屋町, 八鹿町), さら に, 周辺地域とし て( 社 町) の

小, 中学校, 高等学校に用紙の配布と回収を依頼し,

保護者等([ 可答者 数97 名] ならびに教職員等( 同28 名)

にアンケート調査を行った. また, 生息地の住民以外

では, 野生動物の問題に関心を示す対象にするため,

ワイルドライフ・マネージメントに関する一般市民向

けのフォーラムや関連するセミナーなどの催しの参加

者( 回答者数112 名) に, それぞれの催しの開始前 に

行った. 全体の有効回答数は237 であった.

分析方法について

各調査対象の選出は, 野生動物の問題に相応の関心

や関わりを持っていることを前提 としているが, 同じ

地域や校区あるいは職業, 年代でも野生動物との関わ

りの程度は多様であり, 必ずしも一致しているもので

はない. そのため, 分析の際には, クマ, シカそれぞ

れについて兵庫県内にいるかどうかを質問し, それに



対する答え(「身近にいる」「身近にいないが, 知って

いる」「知らなかった」)によって, 回答者の野生動物

との「距離感」を分類した. その上で, 各項目ごとに,

「距離感」による意識の違いを比較した.

この調査は, 対象を効果的に絞るため, 無作為抽出

は行っていない. そのため, 兵庫県の住民の全体の意

見として一般化するためのサンプルとは考えない. し

かし, 野生動物との関わり方による意識の違いを比較

することや, その意向を把握することが最も重要だと

思われる課題意識や主体性が比較的高い腦の意識を把

握することについては有効である. また,「距離感」

によって再分類して分析することで, 実際にば調査対

象に含まれている知識や関心が低かっか人々の意識も

別途分析できるので, 知識や関心のあった削となかっ

た層の比較も可能である.

結     果

ツキノワグマ, ニホンジカの身近さ

ツキノワグマ, ニホンジカ( 以下, クマ, シカと記

す) に関してそれぞれの野生動物とどのようにかか

わっているかを「身近にいる」「身近にいないが, 知っ

ている」「知らなかった」という回答により分類した

(図1). 回答者の中で, クマとシカの分布や個体数

を反映してクマが身近にいる人は少なく(69 人), シ

カが身近にいる人は比較的多い(115 人).

クマでもシカでも, 身近にいると答えた人には, セ

ミナーやフォーラム等の参加者は少なかった( クマ5

人, シカ15人). また, 身近にいない回答者の中では,

生息を知っていた巣団の中に, 知らなかった回答者の

巣団よりも多くセミナーやフォーラム等の参加者が含

まれていた(クマで67% と45%, シカで84% と66%).

図1 回答 者にとっ てのツキ ノワグマ とニ ホンジ カとの「距離

感」

「兵 庫県 に ツキ ノワ グマ がい る こ とを知 っ てい まし た

か? 」(上) と「兵庫 県にニホンジカがいることを知って

い まし たか? 」(下) とい う質問に対する回答を集計し た

もの.

図2 野生動物との「距離感」 の違い による保 護と駆除に対する意識の違い

上段 はツキノワ グマ, 下 段はニ ホンジ カにたいして,「保 護の対策 を講じ.るこ と」( 右)「農林業や 人身被害 を防ぐ ために駆除

すること」(左) ついて どの ように思うかとい う質問に対する回 答を, 各動物 との「距離 感」 の違い によって集計した.



表2 ツキノワグマおよびニホンジカに対するの「保護」と「駆除」に関する回答のクロス集計表

それぞれの動物に対し,「保護の対策を講じること」および「農林被害や人身被害を防ぐために駆除すること」に

ついてどう思うか, という質問に対する回答をクロス集計した. 数字は回答者数.

表3 野生動物の保護と被害対策の費用負担につい ての回答

「野生動物の保護・被害対 策のための費用を誰が負 担すべきか」 とい う質問に対 する回答. 保 護のための費用 に

関しては11%, 被害対 策のための費用につい ては18% の回答者が複数の選択肢 を選択 してい た. 各選択肢 を選ん

だ回答者の人数とその総回答者数に対 する割合( カッコ内,% 表示) を示 した.



野生動物の「保護」と「駆除」に対する意識

これらの人々が野生動物を「保護」あるいは「駆除」

することに対してどのような意識を持っているのだろ

うか. 図2 はクマ, シカそれぞれを「保護」あるいは

「駆除」することに対する意識と,「距離感」との関

連をみたものである.

日常生活において野生動物との「距離感」の違いに

よって「保護」や「駆除」への意識に違いがみられた.

クマの保護と駆除についての意見は, クマが身近にい

ると答えた大といないと答えた大で異なっていた. ク

マが身近にいると答えた層では, 身近にいないと答え

た層より仏 クマの保護を「してはいけない」と答え

た人の割合が高く(15% と4  %, p  < 0. 001, Fisherの

正確確率検定. 以下, 結果の検定は全てこの手法を用

いた.), クマの駆除を「必要」「許容できる」と答え

た大の割合が高かった(80% と64%,  p=0.04). 一一

方, シカの保護と駆除についての意見は, シカが身近

にいるかどうかより, 兵庫県にシカがいることを知っ

ていた腦と知らなかった層で分かれた. 兵庫県にシカ

がいることを知らなかった層では, シカがいることを

知っていた層に比べ, シカの保護を「必要」「許容で

きる」と答えた人の割合が多く(89% と67%,  p<

0.001), 駆除を「すべきでない」と答えた人の割合も

高かった(30% と9%,p=0.005).

表2 は保護と駆除に対する考え方についての2 つの

回答をクロス集計したものである.「保護」が「必要」

あるいは「許容できる」とし,「駆除」は「してはい

けない」と答えた大の割合は, クマについては41人で

全回答者の18%, シカについては15人で7% であっ

た.「駆除」を「必要」あるいは「許容できる」とし,

「保護」は「してはいけない」と答えた人の割合は,

クマについては13人で6%, シカについては30人で

13% であった. これに対し, 対象動物を「保護」する

ことも「駆除」することも「必要」あるいは「許容で

きる」と回答した大は, クマについては122人で全体

の54%, シカについては124人で55% と, いずれも高

い数字を示しか.

費用の負担について

野生動物を保護するにも, またその被害を防ぐため

に対策をとるためにも多額の費用がかかる. このよう

な費用を「どのようなかたちで負担すべきか」という

質問への回答を表3 に示した. 複数選択が可能な質問

であったが, 複数選択をした回答者は保護のための費

用に関しては11%, 被害対策については18% であった.

「保護のための費用」「被害対策のための費用」と

仏 「税金」という回答が, 野生動物との「距離感」

に関わらず,どの層でも8 割前後の大に選ばれていた.

他に「生息地の住民」「保護したい人」という回答

も比較的多く選ばれていた. 保護のための費用を「生

息地の住民」が負担すべきだという意見は, クマやシ

カが身近にいないと答えた層で多く, 身近にいると答

えた層では少なかった( クマでは9% と1% でp=

0.03, シカでは11% と3% でp=0.01). 「保護したい

人」が保護の費用を負担すべきだという意見は, 身近

にクマがいると答えた層で, 身近にいないと答えた層

より多くみられ(23% と11% でp=0.02), シカがい

ることを知っていた層で, 知らなかった層より多くみ

られた(16% と3% でp=0.05). 被害対策費用に関

しては,「被害者」が負担すべきだという意見が, ク

マやシカが身近にいない層で, 身近にいる層よりも比

較的多くみられた( クマでは13% と3% でp=0.01,

シカでは14% と8% でp=0.09).

野生動物に関する政策について

「鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づ

く「鳥獣保護事業計画」と「特定鳥獣保護管理計画」

について,「よく知っている」と答えた大は全体の12%

である.

これらを, 野生動物との「距離感」別にみる(図3).

よく知っていると答えたのはシカの生息を知らなかっ

た卜人の回答者を除いて全て, クマやシカの生息を

知っていた回答者であった. しかし, クマやシカが「身

近にいる」と答えた大でも「関心がない」と答えた人

の割合は, クマで45%, シカで38% と相当な割合にの

図3 野生動物との「距離感」の違いによる政策への意識の違い

「あなたは, 野生動物の保護や管理の方針を都道府県ご

とに決める「鳥獣保護事業計画」や「特定鳥獣保護管理

計肉」について知っていますか? 」という質問に対する

回答を, クマとシカとの「距離感」の違いによって示し

た.



表4 野生勁物の保護と管理に関する意思決定の主体について

「野生動物の保護や管理をする方針は誰が責任をもって決めるべきだと思いますか」という質問に対する回答. 複数の選択肢

を選択した回答者は28% であった. 各選択肢を選んだ回答者の人数とその総回答者数に占める割合( カクヽコ内,% 表示) を示

した.

ぼる. 逆に,「身近にいないが, 知っている」「知らな

い」と答えた人のほうが, 制度に対して「よく知りた

い」と答えている割合が高いが. これは, 身近にいな

い回答者には, セミナーやフォーラムへの参加者が多

いためと考えられる.

方針を決める主体について

表4 は「野生動物の保護や管理をする方針は誰が責

任を持って決めるべきか」の回答を示しか. この質問

も, 複数回答が可能であるが, 73% の人が単一の回答

を選んでいた.

最も多くの人に選ばれた選択肢は,野生動物との「距

離感」にかかわらず「行政」で, どの層でも5 割強か

ら6 割弱の回答者が選んでいた. 次いで「生息地の住

民」「研究者や専門家」も多く選ばれた. 兵庫県にク

マやシカがいることを知っていた層では, 知らなかっ

た腦よりも,「生息地の住民」という選択肢が多く選

ばれていた( クマでは42% と24% でp  = 0.02,シカで

は40% と21% でp=0.03). 身近にクマやシカがいな

いと答えた層( セミナーやフォーラムの参加者が多

い) では, 身近にいると答えた腦に比べて,「研究者

や専門家」という回答が多く選ばれていた( クマでは

38% と17%, シカでは42% と21% で, いず れ もp<

0.001).

考     察

「保護」か「駆除」かの二項対立からの脱却

兵庫県で, 現在取り組みが進んでいるワイルドライ

フ・マネージメントは, 従来の有害鳥獣駆除のみの対

処療法的な方法から脱却し, 計画的・科学的に人間と

野生動物との調和のとれた共存を目指すものである

(兵庫県,2000). 個体数が著しく増加した動物の個

体数調整が必要な場合があるし. 減少傾向にある動物

の保護が必要な場合もある. また個体数が減少傾向に

あって仏 生息地住民の安全のために駆除が必要とな

る場合もある.

アンケートの対象とした大の意識は, 表2 の結果の

ように 野生動物を「保護」することを必要としなが

らも,「駆除」も必要あるいは許容できるという意見

を持っている大が多かっか. また, 駆除を必要と考え

る大にも同じ傾向があり,「保護」か「駆除」かとい

う二項対立的な思考をしない大の方が多いことが明ら

かとなった. また,「保護」することに対して「わか

らない」という回答が「身近にいる」大たちに多くみ

られ, 保護思想と現実の問題を同時に突きつけられる

生息地での, 複雑な心境を反映しているように見受け

られる.

その次の段階の議論としては, 保護と駆除のバラン

スを取る調整手法が重要になってくる. 駆除に同意す

る人の割合は, シカに対しては多く, クマに対しては

比較的少ない. このことは, 生息数が多く農林業被害

や自然植生への影響が懸念されているシカの個体数調

整の必要性や, 地域個体群の絶滅が危惧されているツ

キノワグマの保全の必要性が, 理解されている傾向に

あるためだと考えられる. ただし, 野生動物の生息数

や行動特性も, 農林業や中山間地域における生活を取

りまく社会的情勢も, 刻々と変化するため, これらの

状況の客観的なモニタリングと, その結果に基づいた

意思決定や方針の修正が必要である.

「距離感」による意識の違い

多くの大が「保護」か「駆除」かという二項対立に

依拠していないことが明らかになったが, 野生動物が

身近にいるかいないかで, 意見の相違はみられた. こ

こで「身近にいる」と答えた大は, 必ずしも直接被害

に遭っていない大も多いはずであるが, 被害問題は地

域的な課題として身近に感じているのだと思われる.

「身近にいないが知っている」と答えた大は,セミナー

等の参加者が多く, 野生動物問題には多少の知識と興



味のある層だと考えられる. また, 兵庫県にシカやク

マが生息することさえも「知らなかった」と答えた人

は, 興味のあるなしは別にして, 県内の状況の把握は

出來ていない, 少なくともこれまでは関心がなかった

層であると考えられる.

「身近にいる」人は「保護」に関しては反対意見が

多く,「駆除」に関しては賛成する傾向にあり, 身近

にはいない人々の傾向とは全く逆の傾向になってい

た. 合意形成にあたっては, 潜在的にこのような意見

の対立構造があることは十分に認識しておかなければ

ならない.

また, 費用の負担については,「保護」も「被害対

策」も,「身近にいる」人には「保護したい人」が負

担すべきだという意見が多くみられた. 一方「身近に

いないが, 知っている」「知らない」と答えた人は「被

害対策」費用は被害者が負担すべきだという意見の割

合が高く, 費用負担の押し付け合いの構造もあること

が示唆された. このような意見の相違を解決すること

が具体的な政策決定の場では重要な課題となってくる

であろう. 金銭面だけではなく, 精神的・労力的負担

に関しても考慮に入れる必要があるが, このような実

質的な負担を一部の人々が負うことのないように,「距

離感」の異なる人々の相互理解と協力が不可欠であ

る.

政策決定における合意のあり方

政策決定には行政だけではなく, すべての利害関係

者が関心を持ち, 意思決定に適切に係わることで, 地

域全体の合意が得られることが理想である. しかし,

このアンケートの回答者は野生動物との関わりの深い

人や関心の高い人が多いけずだが, 回答を集計する限

りでは, 政策決定や合意形成への市民の関心は, まだ

まだ低いと言わざるを得ない.

本調査で取り上げた「鳥獣保護事業計画」や「特定

鳥獣保護管理計画」に対して, この制度をよく知って

いる人の割合は低かった. これらの計画は地域の野生

動物に対する基幹となる計画であり, 生息地における

生活や被害の予防や防除にも大きく関係するものであ

る. これらの計画に関しては, 公開の検討会やパブ

リックコメントの収巣, 合議制の審議会などの手続き

が踏まれている. しかし, 現状ではこれらの手続きが

十分に目的の機能を果たしているとはいえない. 行政

側と市民の双方に, 現行の制度を理解し, 課題を共有

するための, さらなる努力や工夫が必要である.

保護管理の政策的方針の決定に関しての質問では,

意思決定を行政のみにゆだねようとする人も多かっ

た. また, 費用負担も税金に求める意見が多かっか.

一方で, 野生動物と身近にかかわっている人たちの中

には, 生息地の住民が決定すべきだという主体的な意

見を持っている人も少なくはないことが明らかになっ

た. 問題解決のためには, 身近に野生動物とかかわっ

ている人々が, 強い関心を持って積極的に政策決定に

参加していかなければ, 実質的な問題解決は難しい.

このような潜在的な市民の意欲を活かす参画と協働の

システム作りが次の段階として必要であろう.

研究者や専門家に判断を任せるべきだという意見

は, 野生動物が身近にいない人( あるいはセミナーや

フォーラムの参加者) には多かっかものの, 身近にい

る人には比較的少なかった. 野生動物の問題に直面し

ている住民にとって, 研究者や専門家と言われる人の

発言や行動が, 十分に理解し納得できるものであった

か, また課題解決に有用であったかとうかを, 振り返

る必要がある. これからの「参画と協働」の時代の研

究者には, 実践的な活動の中から他の市民と課題を共

有し, 意思決定のために必要な, 問題解決に向けた選

択肢を示すことが求められるであろう. また, 状況分

析や徃恥予測をわかりやすい形で示し, それぞれの提

案の是非や予測の当否を関係者が検証可能な形で提供

するも工夫も必要である. 兵庫県内ではシカについて

は保護管理に関する情報の収集や提供の努力を始めつ

つあるが( 坂田ほか, 2001, 2002aけ)), まだ十分に県

民に浸透できていないのが現状である.

現実の問題として, アンケートの回答にあるような

市民の期待とは裏腹に, 行政担当者に専門的な判断を

下せる人材は少ない. また, 研究者や専門家にも県内

の野生動物の状況や地域固有の詳しい事情に精通し,

適切な解決案を示せる専門家はほとんどいない. この

ような要求に応えることができるような行政組織や調

査研究体制の整備と共に, それを活用する住民側から

の積極的な情報収集と参加がなければ問題解決は望め

ないだろう.

お わ り に

平成15年度の時点で, 兵庫県においてはワイルドラ

イフ・マネージメント計画運営協議会が設置され, 今

後の意思決定や合意形成のあり方が議論されている.

従来の法定の手続きに加えて, 新たなワイルドライ

フ・マネージメントの実施システム構築の試行錯誤が

始まっている.

野生動物問題の解決のためには, 野生動物と身近に

かかわっている人々の連携や, 利害関係者の合意と積

極的な参加が不可欠である. しかし, 野生動物と身近

に接している人々は, ある程度は自ら政策決定をすべ

きだという意見も持ちながら, 政策への関心はそれほ

ど大きくはなかった. これは「鳥獣保護事業計画」や



「特定鳥獣保護管理計画」と言った保護管理上重要な

計画が, 野生動物の生息地に暮らす人たちにとって,

まだまだ身近なものとはなっていないと言うことでも

ある.

野生動物と身近にかかわっている人々が野生動物と

の「共存」について考え, 政策への関心, 理解を高め,

より積極的に政策決定にかかわっていけるような意思

決定のシステム作りが必要となる. 具体的な方法論に

ついては, まだ検討と試行錯誤の段階である. 現時点

で必要なことは, 現場対応と計画策定が遊離しないよ

うに, 生息地の住民や現場の担当者と, 計画策定に参

画する学識経験者や行政担当者が, 直結した情報や意

見のやりとりの中から, 方法論を確立することであ

る.

また, 野生動物を「身近にいないが, 知っている」

あるいは「知らない」と答えた人々で蝠 野生動物問

題に関心を持ちセミナーやフォーラム等に積極的に参

加しようとする人々は, 今後, 政策決定上の重要性を

増していくであろう. これらの人々が生息地の事情を

正しく理解した上で, 客観的な視点を持ってワイルド

ライフ・マネージメントに参加していくことが望まれ

る. 野生動物との適正な「共存」のあり方を考えてい

る当事者がそれぞれ積極的にコミュニケーションを

とっていくことが合意形成の第一歩なのではないだろ

うか.

立場の異なる多くの人が, 合意形成のための課題や

知識を共有するためにはかなりの時間と労力を要す

る. 本稿のアンケート調査は, ごく一部の特定の対象

に行われたものであり, これを全県民の意識として解

釈すべきではないが, 県民の合意形成の過程で重要な

役割を果たすと期待される対象への調査から, 潜在す

る意識構造と多くの課題を浮き彫りすることができ

た. 本稿を一つのたたき台として, 利害の異なる人々

の相互理解のために, より有益な調査や議論がなされ

ることを期待する.
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要     旨

野 生 動 物 の 保 護 と管 理( ワ イ ル ド ラ イ フ ・ マ ネ ー ジ

メ ン ト) に対 す る 住 民 の 意 識 に つ い て ア ン ケ ー ト 調 査

を 行 っ た. 野 生 動 物 と の 「 距 離 感 」 で 回 答 者 を グ ル ー

プ 化 し, 野 生 動 物 の 保 護 と 管 理 に 対 す る 意 識 を 比 較 し

た 結 果, グ ル ー プ 間 で 保 護 と管 理 に 対 す る 意 識 が 大 き

く 異 な っ て い た. し か し, 回 答 者 の 多 く が, 単 に 「保

護 」 か 「駆 除 」 か の 二 項 対 立 と し て 問 題 を と ら え て い

ない こ と も 明 ら か に な っ た. ま た, 保 護 と被 害 対 策 の

費 用 につ い て は 多 く の 回 答 者 が 税 金 で 負 担 す べ き だ と

答 え た が, 被 害 者 や 保 護 し た い 人 の 負 担 に つ い て は,

立 場 に よ っ て 考 え 方 が 異 な っ て い た. さ ら に, 鳥 獣 保

護 事 業 計 画 や 特 定 鳥 獣 保 護 管 理 計 画 に つ い て の 認 識 は

十 分 に 広 まっ て い る と は い え ず, 政 策 決 定 の 主 体 も 行

政 に ゆ だ ね る とい う 意 見 が 多 か っ た. こ の よ う な 結 果

を 基 に, 合 意 形 成 上 の 課 題 と, 課 題 や 利 害 関 係 を 持 つ

人 が 十 分 に 相 互 理 解 を は か っ た 上 で, 対 策 を 講 じ て い

くこ と の 重 要 性 を 議 論 し た.
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